
■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
事
業

ア
ス
ベ
ス
ト
の
調
査
費
用
を
補

助
し
ま
す

　

市
で
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る

不
安
を
解
消
す
る
た
め
、
建
築
物

の
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
に
か
か
る
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る

建
築
物
に
対
し
、
専
門
の
分
析
機

関
に
委
託
し
て
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査

を
実
施
す
る
建
築
物
の
所
有
者
。

〇
ア
ス
ベ
ス
ト
ま
た
は
ア
ス
ベ

ス
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性

の
あ
る
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
な
ど
の
、

吹
き
付
け
工
法
を
行
っ
て
い
る

建
築
物

〇
延
べ
床
面
積
５
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
建
築
物

〇
市
内
に
あ
る
建
築
物

■
対
象
と
な
る
調
査

①
飛
散
性
ア
ス
ベ
ス
ト
の
成
分
検

査
〇
定
性
分
析
（
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有

の
有
無
を
調
べ
る
検
査
）

〇
定
量
分
析
（
ア
ス
ベ
ス
ト
の
含

有
量
を
調
べ
る
検
査
）

②
飛
散
性
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
個
所

の
浮
遊
粉
じ
ん
測
定
調
査

〇
室
内
の
空
気
中
の
浮
遊
繊
維
状

粒
子
の
計
数
検
査

※
平
成
18
年
３
月
31
日
㈮
ま
で
に

調
査
が
完
了
す
る
も
の
に
限
り

ま
す
。

■
補
助
金
の
額

　

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以

内
（
１
０
０
０
円
未
満
は
切
り
捨

て
）
。
各
調
査
の
限
度
額
は
次
の

と
お
り
で
す
。

〇
定
性
分
析
の
み
の
場
合

　

２
万
２
０
０
０
円

〇
定
性
分
析
と
定
量
分
析
の
場
合

　

３
万
８
０
０
０
円

〇
浮
遊
繊
維
状
粒
子
の
計
数
検
査

の
場
合　

１
万
８
０
０
０
円

■
申
込
方
法

　

申
し
込
み
の
前
に
、
市
庁
舎
別

館
の
環
境
課
、
ま
た
は
各
総
合
支

所
の
総
務
課
で
事
前
相
談
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
際
、
建
築
物
の
建
築
年
月

や
構
造
が
わ
か
る
資
料
（
設
計
図

書
な
ど
の
図
面
、
施
工
個
所
の
写

真
な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
資
料
は
、
申
し
込
み
時

に
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
受
付
期
間

　

平
成
18
年
３
月
31
日
㈮
ま
で
、

予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
に
受
け

付
け
ま
す
。

■
悪
質
業
者
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
訪
問
や
電
話
に
よ
る

ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
の
勧
誘
や
、
業

者
へ
の
あ
っ
せ
ん
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　

悪
質
業
者
に
よ
る
調
査
の
ト
ラ

ブ
ル
に
は
、
十
分
気
を
つ
け
て
く

だ
さ
い
。

■
問
合
せ

〇
市
庁
舎
別
館
環
境
課

　

水
・
環
境
保
全
係

TEL
０
８
９
７―
５
２―
１
３
８
２

〇
東
予
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係　
（
内
線
３
１
１
）

〇
丹
原
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係　
（
内
線
２
８
０
）

〇
小
松
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係　
（
内
線
２
１
３
）

11
月
の
市
税
ご
よ
み

18
日　

市
県
民
税
第
３
期
分
お
よ

び
国
民
健
康
保
険
税
第
４
期
分

の
督
促
状
の
発
送

30
日　

国
民
健
康
保
険
税
第
５
期

分
の
納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

の
督
促
料
と
延
滞
金
を
い
た
だ

き
ま
す
。

個
人
事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

消
費
税
の
申
告
と
納
税
、
簡
易

課
税
制
度
の
お
知
ら
せ

　

平
成
15
年
分
の
課
税
売
上
高
が

１
０
０
０
万
円
を
超
え
て
い
る
個

人
事
業
者
の
方
は
、
平
成
17
年
分

消
費
税
の
課
税
事
業
者
と
な
り
、

平
成
18
年
３
月
31
日
㈮
ま
で
に
、

平
成
17
年
分
の
消
費
税
の
申
告
と

納
税
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

消
費
税
の
課
税
事
業
者
に
該
当

す
る
方
は
、
速
や
か
に
「
消
費
税

課
税
事
業
者
届
出
書
」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
17
年
か
ら
新
た
に
課
税
事

業
者
と
な
っ
た
方
で
、
簡
易
課
税

制
度
を
選
択
さ
れ
る
方
は
、「
消
費

税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出
書
」

を
12
月
31
日
㈯
ま
で
に
税
務
署
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届

出
書
の
内
容
を
誤
っ
て
提
出
し
て

い
る
場
合
は
、
「
取
下
書
」
を
12

月
31
日
㈯
ま
で
に
、
税
務
署
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
伊
予
西
条
税
務
署

（
TEL
０
８
９
７―

５
６―

３
２
９

０
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

年
末
調
整
説
明
会

　

伊
予
西
条
税
務
署
で
は
、
次
の

日
時
・
場
所
で
年
末
調
整
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

　

説
明
会
で
は
対
象
地
域
を
設
定

し
て
い
ま
す
が
、
対
象
地
域
以
外

の
方
で
も
、
ご
都
合
の
良
い
日
に

ご
来
場
い
た
だ
け
ま
す
。

■
対
象
地
域
・
日
時
・
場
所

〇
旧
西
条
市
内
の
法
人
事
業
者

　

11
月
22
日
㈫

　

10
時
～
12
時

　

総
合
文
化
会
館

〇
旧
西
条
市
内
の
徴
収
義
務
者

　

11
月
22
日
㈫

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

　

総
合
文
化
会
館

〇
旧
東
予
市
・
丹
原
町
・
小
松
町

の
法
人
事
業
者
・
徴
収
義
務
者

　

11
月
24
日
㈭

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

　

中
央
公
民
館

■
説
明
会
で
必
要
な
物

　

説
明
会
に
は
、
事
前
に
税
務
署

が
送
付
し
た
封
筒
と
書
類
な
ど
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

伊
予
西
条
税
務
署

TEL
０
８
９
７―

５
６―

３
２
９
０

�広報さいじょう　2005　　11月号


